
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 法・条例手続編 

・環境確保条例の手続の進め方 

 

・土壌汚染対策法の手続の進め方 

 

・ 指定調査機関 

 

・調査の猶予について 
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環境確保条例の手続の進め方 ：区市又は東京都へ提出する届出書等 

＊措置：このガイドラインの他のページでは“対策”と表現しています。 
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土壌汚染対策法の手続の進め方 

指定されている区域の一覧及び概要は、東京都環境局の土壌汚染対策のホームページでご覧いただけます。 

：区市又は東京都へ提出する届出書等 



- 39 - 

 

指定調査機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査の猶予について 

条例第 116 条の調査では、次の①及び②の要件のとおり、今後も引き続き工場等とし

て使用し続ける場合、かつ調査の実施が困難な状況である場合については、申請により、

要件が満たされていれば調査の実施が猶予されます。 

① 人の健康に係る被害が生じるおそれがない土地利用の場合 

・引き続き工場等廃止者が事業に使用する土地 

・小規模な事業場で住居と同一又は近接しており、工場等廃止者が居住する土地 

・事業又は居住に使用されており、舗装等により人が直接触れる状況ではない土地 

② 土壌・地下水の採取に当たり、建物の損壊が必要で事業又は居住に著しい支障が 

生じる場合 

また、法第 3 条の調査では、有害物質使用特定施設の使用が廃止された場合であって

も、その土地について予定されている利用方法が、次の①～③の要件のいずれかに該当

し、土壌汚染により人の健康への影響が生ずるおそれがないと知事が確認した場合につ

いては、申請により、要件が満たされていれば調査の実施が猶予されます。 

 

  ① 引き続き工場・事業場の敷地として利用される場合 

  ② 職住同居型の小規模な工場・事業場の敷地において、引き続き当該設置者の居住 

用として利用される場合 

  ③ 操業中や鉱業権の消滅後、5 年以内の鉱山の敷地（鉱山保安法に基づく措置が 

的確に行われている場合） 

 
なお、法・条例とも、調査の実施を猶予された者は、土地の利用方法を変更しよう 

とする場合、あらかじめ、知事にその旨を届け出た後、調査を実施する必要があります。 

また、調査猶予を受けている土地の権利を承継した場合、承継した者はその旨を届 

け出る必要があります。 

 指定調査機関は、法第３条第１項及び第８項並びに法第４条第 2 項及び第３項の規定

等に基づいて調査を実施する義務が生じた土地の所有者等からの委託等により、土壌汚

染状況調査を実施する機関であり、土壌汚染対策法に基づく指定を受けたものです。 

 土壌汚染状況の調査を行うに当たり、調査結果の信頼性を確保するため、一定の技術

的能力を持ち、調査を適確に実施することができる者が調査を行うようにすることが必

要です。 

 このため、法では指定調査機関のみが土壌汚染状況調査を行うこととしています。 

 また、条例の汚染状況調査も指定調査機関に実施させることが規定されています。条

例第 117 条第１項の「地歴等調査」については、指定調査機関が実施することが望まし

いとしています。 

 

指定調査機関の一覧 ： http://www.env.go.jp/water/dojo/kikan/index.html 


